
別記様式                          

伊予警察署協議会会議録 

 

 （令和３年度第３回）  

 

実

施

日 

 令和４年２月22日(火曜日)から２月25日(金曜日)までの間(記入用紙回収) 

実

施

状

況 

新型コロナウイルス感染症予防のため、令和３年度第３回伊予警察署協議会

は書面開催とし、「諮問及び警察業務に関する御意見・御要望等について」、

「伊予警察署協議会会長の交代について」、「令和３年度第３回伊予警察署協議

会資料」を郵送し、２月22日(火)から２月25日(金)までに各警察署協議会委員

８人の自宅等を訪問するなどして記入用紙を回収し、諮問に対する答申、意

見・要望等を求めた。 

概

要 

１ 令和３年度第３回伊予警察署協議会資料の内容 

⑴  署長あいさつ 

⑵  業務推進結果及び業務推進計画 

    令和３年９月から12月までの業務推進結果及び令和４年１月から４月ま

での業務推進計画を説明 

⑶  諮問 

「令和４年度伊予警察署運営目標」 

 

２ 諮問・答申   

諮   問 答   申 

〇 令和４年伊予警察署運

営目標 

 

〇 運営目標に掲げる事項を住民に寄り添う

形で強力に推進し、具体的な方策を計画・

準備して、具体的に達成し、成果を上げる

ように努力すること。 

  特に、前年比増加している人身安全関連

事案と特殊詐欺事案、交通死亡事故抑止対

策等については積極的に推進すること。 

   

 

３ 質疑応答 

⑴  児童虐待への対応について 

  【質疑】 

児童虐待が全国的にも問題になっているが、警察は児童虐待が疑われる

場合に介入できないか。 

  【応答】 

   警察は、児童虐待が疑われる事案は積極的に関わっているので、はっき

りしない事案でも構わないので、児童虐待を疑われるような事案を把握し

た際は警察まで通報、相談してください。(通報先：110番通報、伊予警察

署) 

   警察が通報を受理した場合には、警察官が対象の家庭を訪問する等し

て、児童の安全を確認しています。 
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   確認した結果、児童虐待又は児童虐待の恐れが認められれば、速やかに

児童相談所に通告するほか、虐待をした保護者に対する厳正な捜査や被害

児童の支援等、警察としてできる限りの措置を講じて、児童の安全の確認

と確保を最優先とした対応を図っています。 

  

⑵  横断歩道のない道路で、横断しようとする歩行者等を見つけた場合の

措置について 

  【質疑】 

横断歩道のない優先道路を横断しようとする歩行者や自転車がいる場

合、車は止まらないといけないのか。状況にもよるが、むやみに止まると

走行車両との事故の可能性もある。 

  【応答】 

一時停止までは、必要ありません。 

事故防止のため必要であれば停止して歩行者を安全に渡らせるようにし

てください。 

また、歩行者の側方を通行するときは、安全な間隔を保つ、または徐行

する必要があります。 

さらに、車両の運転者は、道路や交通等の状況に応じ、車両のハンドル、

ブレーキ等を確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で

運転しなければならない「安全運転の義務」があります。どのような場面

でも交通事故を起こさない注意をした運転をお願いします。 

 

４ 意見要望等 

⑴  独居高齢者宅への訪問について  

以前に女性警察官が高齢者宅を訪問し、特殊詐欺被害防止について話し

ている姿を見かけましたが、高齢者の特殊詐欺被害防止のためにも、独居

高齢者宅の把握、声掛け等を、地域の民生委員や役員さんと連携し、実施

していただきたい。 

 

⑵  パトロールの強化について 

最近、近所でパトカーをよく見かけます。パトロールを精力的にしてい

ただき大変感謝しています。 

引き続き、小学校・中学校・高校生の通学時間帯やそのルートでの警

戒、巡回をよろしくお願いします。 

 

５ その他 

  意見要望等に対する対応結果等については、令和４年度第１回警察署協議

会で報告する。 

 

 

 

 


